
論
　
　
説

経
済
的
制
裁
に
よ
る
自
白

　

―
続
・
解
雇
等
の
脅
迫
と
自
己
負
罪
拒
否
特
権

―  

原
田　

和
往 

七
二

-

一 
 

（
二
五
〇
） 

1
（
一
六
八
）

選
定
当
事
者
に
お
け
る
判
決
効
か
ら
み
た
民
事
訴
訟
法
115
条
１
項
２
号

  

伊
東　

俊
明 

七
二

-

一 
 

（
二
五
〇
） 

27
（
一
四
二
）

戦
前
期
体
罰
論
の
交
錯 

大
泉　

陽
輔 

七
二

-

一 
 

（
二
五
〇
） 

57
（
一
一
二
）

段
階
的
学
習
に
関
す
る
一
考
察

　

―
民
法
を
中
心
に

―  

辻　
　

博
明 

七
二

-

一 
 

（
二
五
〇
） 

119
（　

五
〇
）

実
証
主
義
国
際
法
学
の
確
立
過
程
に
お
け
る
合
意
主
義
の
系
譜
（
三
）

　

―
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
共
通
の
同
意
理
論
を
中
心
に

―
 

小
栗　

寛
史 

七
二

-

二 
 

（
二
五
一
） 

一
（
一
七
一
）

担
保
保
存
義
務
に
関
す
る
一
考
察
⑴

　

―
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
義
務
を
中
心
に

―
  

辻　
　

博
明 

七
二

-

二 
 

（
二
五
一
） 

1
（
二
七
四
）

い
わ
ゆ
る
時
効
取
得
否
定
説
の
理
論
的
背
景

　

―
公
物
へ
の
私
法
適
用
問
題
に
関
す
る
一
考
察

―  

福
重
さ
と
子 
七
二

-

三
・
四 

（
二
五
二
） 

1
（
五
〇
〇
）

法
学
会
雑
誌
第
七
二
巻
（ 

　
　
　
）
総
目
次
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二
三
七

　
　

自
第
二
五
〇
号

通
巻

　
　

至
第
二
五
二
号



令
状
手
続
に
お
け
る
嘘

　

―
合
衆
国
判
例
の
初
期
展
開 

原
田　

和
往 

七
二

-

三
・
四 

（
二
五
二
） 

35
（
四
六
六
）

憲
法
学
か
ら
み
た
教
員
多
忙
化
問
題

　

―
埼
玉
教
員
超
勤
訴
訟
を
中
心
に 

堀
口　

悟
郎 

七
二

-

三
・
四 

（
二
五
二
） 

65
（
四
三
六
）

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
に
よ
る
競
争
侵
害
行
為
と
刑
事
規
制

　

―
独
占
禁
止
法
の
罰
則
の
検
討
を
中
心
に

―  

神
例　

康
博 

七
二

-

三
・
四 

（
二
五
二
） 

111
（
三
九
〇
）

British Social A
ttitudes before and after Brexit

 
T

akashi N
arihiro

 
 

七
二

-

三
・
四 

（
二
五
二
） 

131
（
三
七
〇
）

詐
害
行
為
取
消
判
決
は
い
か
に
し
て
総
債
権
者
の
利
益
と
な
る
か

　

―
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
《représentation

》
概
念
の
意
義
に
照
ら
し
て

―

  

嶋
津　
　

元 

七
二

-

三
・
四 

（
二
五
二
） 

一
（
二
七
七
）

判
例
研
究

不
動
産
の
持
分
半
分
の
み
な
し
贈
与
が
あ
っ
た
と
認
定
し
た
事
例

 

岡
山
公
法
判
例
研
究
会

 
 

七
二

-
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（
二
五
〇
） 

二
五
（　

二
五
）
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二
三
八




